
平成２５年度当初予算要求の考え方について【総務部】 
 

１ 平成２５年度当初予算要求について 

 

県民ニーズの変化に適切に対応し、県民の皆さんと共に新しい三重づくりに取り組む

ための長期の戦略計画である「みえ県民力ビジョン」の着実な推進につなげるため、「人

づくりの改革」、「財政運営の改革」、「仕組みの改革」の３つを柱とする「三重県行財政

改革取組」を平成２４年３月に策定しました。 

 平成２５年度当初予算につきましては、この３つの柱に取り組むための事務事業を中

心に予算要求を行っています。 

 

２ 主要な事業 

 

総務部の主要な事業につきましては、別紙「平成２５年度 総務部当初予算の主要な

事業」にまとめています。 

施策、行政運営で区分し、基本事業で構成する主要な事務事業を記載しました。 

政策的経費の主な事業につきましては、白抜きの四角で囲んで記載しました。 

その下に庁舎管理経費等を記載し、大規模臨時的経費につきましては、【  】で記

載しました。 

 

３ 政策的経費の優先度判断について 

 

総務部の予算は内部管理事務であり、大部分が事務的な経費でありますことから、優

先度判断の考え方につきましては、法律などにより定められている法令義務や新たな研

修体系による（組織が求める人材を育成するための）研修等に要する経費を「優先度Ａ」

とし、予算の編成や執行に要する経費、各都道府県が負担している協議会負担金等に要

する経費を「優先度Ｂ」、その他の経費につきましては「優先度Ｃ」として判断しまし

た。 

 

４ 優先度判断に対する県議会からの意見等について 

 

平成２４年１２月１２日開催されました予算決算常任委員会総務地域連携分科会で

の意見につきましては、ＩＳＯ１４００１運営管理事業費について、ミームスでの乗換

対応や環境基本計画の変更なども含めた見直しの意見がありました。 




